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　犬の飼い主は、犬の生涯に１回の登録と、毎年１回の狂犬病予防注射を行うことが法律で義務付けられています。
　犬の登録は、飼い始めた日（生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日）から30日以内に手続きし
てください。また、未登録の犬を飼っている人は、速やかに登録してください。

犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか？

　本庄市保健センター、市民福祉課（総合支所仮庁舎）
○各種手続きの窓口

登録手数料　１頭につき３，０００円
※登録すると犬鑑札を交付します。
転入した場合　転入前の市町村で交付された鑑札を窓口に持参してください。
転出する場合　本庄市で交付された鑑札を、転出先の市町村に持参してください。

○犬の登録

　動物病院などで狂犬病予防注射を受けたときは、獣医師が発行する注射済証明書を窓口に持参してください。
交付手数料　１頭につき５５０円

○狂犬病予防注射済票の交付

再交付手数料　犬鑑札　　　　　　　１頭につき１，６００円
　　　　　　　狂犬病予防注射済票　１頭につき　　３４０円
※犬の鑑札と注射済票は、飼い犬の首輪などに必ず装着してください。
※犬の死亡や登録事項に変更があった場合は、本庄市保健センターへご連絡ください。
★本庄市保健センター☎㉔２００３

○犬鑑札及び狂犬病予防注射済票の再交付（紛失又は破損した場合）

実施日 時　間 会　場

４月３日㈮
午前10時～11時30分 本庄西公民館
午後１時10分～２時30分 若泉第二公園西側入口

４月６日㈪
午前10時～11時30分 本庄市保健センター
午後１時10分～２時30分 中央公民館

４月７日㈫
午前10時～11時30分 北泉公民館
午後１時10分～２時30分 本庄南公民館

４月８日㈬
午前10時～11時30分 日の出公園
午後１時10分～２時30分 藤田公民館

４月９日㈭
午前10時～11時30分 旭公民館
午前11時10分～11時20分 上仁手公会堂
午後１時10分～２時30分 仁手公民館

４月10日㈮
午前10時～11時30分 本庄駅北口広場（交番西側）
午後１時10分～２時30分 本庄保健所

４月13日㈪
午前10時～11時30分 共和公民館
午後１時10分～２時30分 児玉公民館

４月14日㈫
午前10時15分～10時45分 太駄公会堂
午前11時～11時30分 本泉公会堂
午後１時10分～２時30分 風洞自治会館

４月15日㈬
午前10時～11時30分 児玉保健センター
午後１時10分～２時30分 セルディ

狂犬病予防注射を受けましょう

　右表の日程で狂犬病の集合注射を実施
します。愛犬を守るためにも忘れずに受
けてください。登録済みの犬については、
案内のはがきを郵送しますので、注射当
日は忘れずにお持ちください。３月20
日㈮までにはがきが届かない人は本庄市
保健センターへご連絡ください。

注射料金
　１頭につき3,300円
　内　予防注射接種料 2,750円
　訳　注射済票交付手数料 550円
※未登録の犬を飼っている人は、注射料
金とは別に登録料金（１頭につき3,000
円）が必要です。
※集合注射を受けなかった場合は、近く
の動物病院などで必ず接種してください。
料金は、集合注射時とは異なる場合があ
ります。
★本庄市保健センター☎㉔２００３
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空
き
家
を
解
体
し
て

ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

市
内
第
１
号
の
ポ
ケ
ッ
ト

パ
ー
ク
が
完
成
し
ま
し
た

　

最
近
、
鳴
き
声
や
フ
ン
な
ど
の

苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

家
族
の
一
員
と
し
て
愛
犬
と
楽

し
く
暮
ら
す
た
め
に
、
飼
い
主
と

し
て
の
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

◆
フ
ン
は
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
！

　

愛
犬
を
散
歩
さ
せ
る
と
き
に
は
、

フ
ン
を
持
ち
帰
る
道
具
を
持
ち
、

飼
い
主
が
必
ず
フ
ン
を
持
ち
帰
り

ま
し
ょ
う
。

※
ペ
ッ
ト
の
フ
ン
害
に
お
困
り
の

人
に
は
、
啓
発
用
の
看
板
を
無
償

で
配
布
し
て
い
ま
す
。
希
望
者
は

本
庄
市
保
健
セ
ン
タ
ー
、
環
境
推

進
課（
市
役
所
４
階
）、総
務
課（
総

合
支
所
仮
庁
舎
）
の
い
ず
れ
か
の

窓
口
へ
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
放
し
飼
い
は
や
め
ま
し
ょ
う
！

　

犬
の
放
し
飼
い
は
、周
囲
に
と
っ

て
は
大
変
迷
惑
で
す
。
犬
に
は
、

限
ら
れ
た
自
分
の
居
場
所
（
テ
リ

ト
リ
ー
）
が
必
要
で
す
。
愛
犬
が

安
心
し
、
落
ち
着
い
て
生
活
で
き

る
よ
う
、
綱
や
鎖
で
つ
な
ぐ
か
、

柵
や
お
り
な
ど
で
囲
い
ま
し
ょ
う
。

○
犬
の
収
容
・
し
つ
け
に
関
す
る

相
談
は
、
本
庄
保
健
所
（
☎
㉒

６
４
８
１
）
へ

○
犬
の
登
録
・
注
射
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ
は
、
本
庄
市
保
健
セ

ン
タ
ー
（
☎
㉔
２
０
０
３
）
へ

　

市
で
は
、
既
成
市
街
地
で
問
題

と
な
っ
て
い
る
空
き
家
対
策
の
一

つ
と
し
て
、
建
物
の
除
却
を
誘
導

す
る
た
め
の
施
策
で
あ
る『
ポ
ケ
ッ

ト
パ
ー
ク
整
備
事
業
』
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
で
は
、「
本
庄
市
空

き
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条

例
」
の
趣
旨
に
基
づ
く
管
理
不
全

の
空
き
家
等
が
除
却
さ
れ
て
生
じ

た
土
地
を
、
必
要
に
応
じ
、
市
が

原
則
５
年
間
の
使
用
貸
借
契
約
を

結
び
、
簡
易
な
植
栽
や
ベ
ン
チ
な

ど
を
設
置
し
た
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク

と
し
て
整
備
し
ま
す
。

　

市
が
用
地
を
無
償
で
借
り
受
け
、

ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
と
し
て
公
共
利

用
す
る
こ
と
で
、
土
地
の
所
有
者

は
固
定
資
産
税
の
減
免
が
受
け
ら

『
飼
い
主
の
マ
ナ
ー
』
を

守
り
ま
し
ょ
う

れ
ま
す
。
ま
た
、
密
集
市
街
地
に

空
間
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
、
災
害

時
の
避
難
場
所
や
延
焼
の
防
止
、

景
観
の
改
善
が
図
ら
れ
ま
す
。

　

昭
和
の
雰
囲
気
が
漂
う
ま
ち
の

一
角
に「
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
仲
町
」

が
完
成
し
ま
し
た
。

　

整
備
工
事
に
あ
た
っ
て
は
、
近

隣
住
民
と
会
議
を
２
回
開
催
し
、

整
備
方
針
、
設
計
、
名
称
決
定
ま

で
係
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

名
称　

ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
仲
町

場
所　

銀
座
２
丁
目

面 

積　

約
１
６
６
平
方
メ
ー
ト
ル

（
約
50
坪
）

★ 

拠
点
整
備
推
進
課
☎
㉕
１
１
３

８

　中心市街地などの道路沿いや
街区内の空き地などの狭い土地
を利用した広場で、地域の生活
環境の向上を図る場、気軽に休
める憩いの場として利用できる
空間のことです。

ポケットパークとは？

平
成
27
年
春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
を
実
施

実 

施
期
間

　

３
月
１
日
㈰
〜
７
日
㈯

　

重
点
目
標

①
住
宅
防
火
対
策
の
推
進

② 

放
火
火
災
・
連
続
放
火
火
災
防

止
対
策
の
推
進

③ 

特
定
防
火
対
象
物
等
に
お
け
る

防
火
安
全
対
策
の
徹
底

④ 

製
品
火
災
の
発
生
防
止
に
向
け

た
取
組
の
推
進

⑤
林
野
火
災
予
防
対
策
の
推
進

防
火
標
語
（
平
成
26
年
度
全
国
統

一
防
火
標
語
）

　

火
災
か
ら
大
切
な
生
命
と
財
産

を
守
る
た
め
、
住
宅
用
火
災
警
報

器
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。
設
置
が

必
要
と
な
る
の
は
寝
室
で
す
。
ま

た
、
寝
室
が
２
階
な
ど
に
あ
る
場

合
は
階
段
に
も
取
り
付
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
ホ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
や
家
電
取
扱
店
、
防
災

設
備
の
取
扱
店
等
で
購
入
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
消
防
本
部
又
は
お

近
く
の
消
防
署
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

★ 
児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
予
防

課
☎
72
４
６
５
４

★
住
宅
防
火 

い
の
ち
を
守
る

７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

〜
３
つ
の
習
慣
・
４
つ
の
対
策
〜

　

３
つ
の
習
慣

○
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る

○ 

ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も

の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す

る
○ 

ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

　

４
つ
の
対
策

○ 

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る

○ 

寝
具
、
衣
類
及
び
カ
ー
テ
ン
か

ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防

炎
品
を
使
用
す
る

○ 

火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
に
、
住
宅
用
消
火
器
等
を
設

置
す
る

○ 

お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人

を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協

力
体
制
を
つ
く
る

住
宅
用
火
災
警
報
器
を

設
置
し
ま
し
た
か
？　

　
『
も
う
い
い
か
い

　
　
　

火
を
消
す
ま
で
は

　

ま
あ
だ
だ
よ
』　


